
 

       

 認可外保育施設関係事務連絡会 
（令和７年３月） 

 
 

 
 

 
 

 説明動画➋  

       

      

主催：浜松市こども家庭部幼保支援課 

   

 実施月 令和７年３月  

       

 
資料格納日 

（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ） 
令和７年３月２５日（火）  

       

 
説明動画 

公開期間 
令和７年３月２５日（火）～令和７年９月３０日（火）  

 

 



認可外保育施設関係事務連絡会　次第　　　 主催：浜松市こども家庭部幼保支援課

※内容の問い合わせは、各担当グループへお願いします。問い合わせの内容によっては、他の担当グループを御案内します。
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No
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対象類型

10 : : : コ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 : : : サ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 : : : シ ○ ○ ○ ○

13 : : : ス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14 : : : セ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15 : : : ソ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 : : : タ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 : : : チ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

18 : : : ツ ○ ○ ○ ○ ○

❷

幼児教育・保育の質の向上に向けた取り組みについて

令和７年度の幼児教育アドバイザー派遣事業について（予定）

幼保運営課
指導グループ

幼保運営課
指導グループ

幼保運営課
指導グループ

幼保運営課
指導グループ

TEL：457-2117

TEL：457-2117

TEL：457-2117

TEL：457-2117

令和７年度の研修会について（予定）

重大事故報告の提出について

感染症・食中毒疑い事例発生報告書の提出について

幼保運営課
指導グループ

業務継続計画（BCP）の策定について
幼保運営課
指導グループ

TEL：457-2117

幼保運営課
指導グループ

TEL：457-2117

幼保運営課
指導グループ

TEL：457-2117

TEL：457-2117

TEL：457-2117

保育施設におけるアレルギー疾患生活管理指導表について（食
物アレルギー）

幼保運営課
指導グループ

給食における異物混入の報告について

安全計画の策定について



  
認可外保育施設関係事務連絡会 

（実施月：令和７年３月） 
資料コ 

  
資料格納日：令和７年３月２５日 

動画公開期間：令和７年３月２５日～令和７年９月３０日 

       

       

 幼児教育・保育の質の向上に向けた取り組みにつ

いて  
 

       

 ＜担当＞     

 幼保運営課指導グループ TEL：457-2117 

   

       

       

 ＜基本情報＞     

 

対象類型 

法届出 

対象施設 

認証保育所 〇 

 企業主導型保育事業 〇 

 
その他の法届出対象施設（認証保育所・ 

企業主導型保育事業・ベビーシッター以外） 
〇 

 ベビーシッター 〇 

 顧客児童限定 

保育施設 

その他の顧客児童限定保育施設 

（ベビーシッター以外） 
〇 

 ベビーシッター 〇 

      

通知の状況 
有り 

通知日  

 通知方法 メール その他 

 無し 

      
提出書類 

の有無 

全施設提出 

該当する施設のみ提出 

提出期限  

 提出方法  

 提出無し 

 

 資料コ －1－



 

幼児教育・保育の質の向上に向けた取り組みについて 

 

１ 浜松市幼児教育推進協議会について      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 幼児教育・保育の質の向上のための具体的な取組について 

 

浜松市ＨＰ「浜松市
幼児教育推進協議
会」で検索、または
二次元バーコードに
よりご覧ください。 
 

 資料コ －2－



 

（１）幼児教育の指針の浸透と教職員用指導資料の活用促進について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）研修の実施について  

～資料サ－１－「令和７年度の研修会について(予定)」参照～ 
 

（３）幼児教育アドバイザー派遣事業について 

   ～資料シ－１－「令和７年度の幼児教育アドバイザー派遣事業について 

(予定)」参照～ 

浜松市 幼児教育の指針 教職員用指導資料 活用事例集 保護者用啓発資料 

浜松市版「つながる」カリキュラム
参考資料(幼小接続期の教育・保育
実践の参考資料) 

「つながる」カリキュラム
参考資料はこちらから 

幼児教育の指針「幼児期に
育てたい力」はこちらから 

 資料コ －3－



  
認可外保育施設関係事務連絡会 

（実施月：令和７年３月） 
資料サ 

  
資料格納日：令和７年３月２５日 

動画公開期間：令和７年３月２５日～令和７年９月３０日 

       

       

 

令和７年度の研修会について（予定）  
 

       

 ＜担当＞     

 幼保運営課指導グループ TEL：457-2117 

   

       

       

 ＜基本情報＞     

 

対象類型 

法届出 

対象施設 

認証保育所 〇 

 企業主導型保育事業 〇 

 
その他の法届出対象施設（認証保育所・ 

企業主導型保育事業・ベビーシッター以外） 
〇 

 ベビーシッター 〇 

 顧客児童限定 

保育施設 

その他の顧客児童限定保育施設 

（ベビーシッター以外） 
〇 

 ベビーシッター 〇 

      

通知の状況 
有り 

通知日  

 通知方法 メール その他 

 無し 

      
提出書類 

の有無 

全施設提出 

該当する施設のみ提出 

提出期限  

 提出方法  

 提出無し 

 

 資料サ －1－



（浜松市）幼保運営課

研修会No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

防災研修会

保育の質向上に関する研修会

発達研修会

※令和7年3月18日現在の予定です。
　研修の日程や研修形態、講師等の確定した内容については、研修の
概ね1か月程度前にお知らせする開催通知にてご確認ください。

令和７年度の研修会について（予定）

研修名

園長等管理職の発達に関する研修会

幼児教育と小学校教育の
接続に関する研修会

園長等管理職研修会

食育推進研修会

重大事故防止研修会

食中毒・感染症予防対策研修会

全職員

対象

園長等管理職

全職員

給食業務関係職員ほか

 園長等管理職主幹教諭、主任等

全職員

全職員

園・施設・小学校の
幼保小連携を推進する教職員

園長等管理職

 資料サ －2－



1

研修名

期日

対象

申込 内容

研修形態
zoom

ウェビナー
見逃し配信 あり 講師

2

研修名

期日

対象

申込 内容

研修形態
zoom

ウェビナー
見逃し配信 あり 講師

3

研修名

期日

対象

申込 内容

研修形態
zoom

ウェビナー
見逃し配信 あり 講師

4

研修名

期日

対象

申込 内容

研修形態
zoom

ウェビナー
見逃し配信 あり 講師

常葉大学
阿部　郁男氏

6月13日(金)

 園長等管理職主幹教諭、主任等

障害保健福祉課
巡回指導実施事業所

・令和7年度の巡回支援について
・巡回支援事業の実際、巡回支援を通して感じて
いること 等

不要
重大事故を予防しながら子供の学び・成長・発達
を支援する「リスクマネジメントの基本手順」

重大事故防止研修会

5月13日(火)

園長等管理職の発達に関する研修会

生活衛生課
食品安全G、感染症対策G

目的

南海トラフ地震臨時情報、土砂災害を起
因とする長期にわたる避難情報発令を経
験した令和６年度を受けて、求められる
防災意識の向上と備えるべきことについ
て考える。

4月30日(水)

不要

園長等管理職

目的
本市の巡回支援事業の実際から、発達支
援について、園長等管理職としての園内
支援体制の在り方について学ぶ

不要 （仮）防災意識の向上を目指して

防災研修会

全職員

目的

・保育中の重大事故を防止するため、事故防
止や事故発生時の対応等に必要な知識・技術
の修得、資質の確保を行う。
・万一予防しきれない重大事故が発生した際
に、保育者・指導者が共通の判断基準に基づ
いて適切かつ迅速に対応できる力を養う

プラムネット株式会社
子ども安全共育事業部　渡辺 直史氏

給食業務関係職員ほか

不要

食中毒・感染症予防対策研修会

5月27日(火)

食中毒及び感染症予防に関わる事と最近の発生状況

目的
就学前施設での衛生管理の徹底を図り、
食中毒や感染症の発生予防と対策につい
て万全を期するため。

 資料サ －3－



5

研修名

期日

対象

申込 内容

研修形態
zoom

ウェビナー
見逃し配信 あり 講師

6

研修名

期日

対象

申込 内容

研修形態
zoomまたは

オンデマンド 見逃し配信 あり 講師

7

研修名

期日

対象

申込 内容

研修形態 集合研修 見逃し配信 未定 講師

8

研修名

期日

対象

申込 内容

研修形態
zoom

ミーティング 見逃し配信 あり 講師

目的

不要 （仮）事例から見える支援の具体

ルピロとのコラボ（予定）

幼児教育と小学校教育の
接続に関する研修会

目的

保育の質の向上や不適切保育防止等に向
けて、職員の多様性を前提とし、「気づ
き」を共有しながら学び合える組織づく
りや園運営について学ぶ。

本市幼児教育の指針「幼児期に育てたい
力」について理解を深めるとともに、幼
児期の教育から小学校以降の教育へと子
供の成長を切れ目なく支える連携につい
て学ぶことを目的とする。

浜松市教育委員会　教育センター指導主事
幼保運営課担当

大妻女子大学
高辻　千恵氏

9月9日(火)

園・施設・小学校の
幼保小連携を推進する教職員

必要
幼児期の学びと生活科での学びをつなぐ
幼保小の架け橋プログラムについて考える

発達支援教育に関する支援の具体例を通
し、支援が必要な幼児に対する支援の具
体やアセスメントについて学び、保育者
としての資質向上を図る。

必要
「保育の質の向上と組織マネジメント
～チームや組織でかなえる保育の質と管理職の役割～」

保育の質向上に関する研修会

不要 ２つのつながりを意識した質の高い保育を目指して

7/8～10のいずれか

全職員

6月24日(火)

全職員

発達研修会

目的

はじめの１００か月の育ちビジョンを踏
まえ、切れ目なく育ちを支えていくため
に、２つの接続（未満児と以上児のつな
がり、幼児教育と小学校教育のつなが
り）の段階ごとに大切にすべきことにつ
いて学ぶ。

園長等管理職研修会

10月7日(火)

洗足こども短期大学
井上　眞理子氏

目的

園長等管理職

 資料サ －4－



9

研修名

期日

対象

申込 内容

研修形態 集合研修 見逃し配信 なし 講師

目的

乳幼児期からの望ましい食習慣に向けて
必要な知識を習得する。また、アレル
ギー児への緊急対応として、エピペンの
使用方法を学ぶ。

かわだ小児科アレルギークリニック
川田　康介氏

全職員

（仮）乳幼児期の食育やアレルギーに関すること

食育推進研修会

11月27日(木)

必要

 資料サ －5－



  
認可外保育施設関係事務連絡会 

（実施月：令和７年３月） 
資料シ 

  
資料格納日：令和７年３月２５日 

動画公開期間：令和７年３月２５日～令和７年９月３０日 

       

       

 令和７年度の幼児教育アドバイザー派遣事業に

ついて（予定）  
 

       

 ＜担当＞     

 幼保運営課指導グループ TEL：457-2117 

   

       

       

 ＜基本情報＞     

 

対象類型 

法届出 

対象施設 

認証保育所 〇 

 企業主導型保育事業 〇 

 
その他の法届出対象施設（認証保育所・ 

企業主導型保育事業・ベビーシッター以外） 
〇 

 ベビーシッター  

 顧客児童限定 

保育施設 

その他の顧客児童限定保育施設 

（ベビーシッター以外） 
 

 ベビーシッター  

      

通知の状況 
有り 

通知日  

 通知方法 メール その他 

 無し 

      
提出書類 

の有無 

全施設提出 

該当する施設のみ提出 

提出期限  

 提出方法  

 提出無し 

 

 資料シ －1－



 

質問

本事業を利用することで、職員が自園の良さや取組に自信をも
つとともに、課題を明確にし、解決策を考えることができまし
たか。

「とてもそう思う」「まあ
そう思う」と回答した割合

100.0%

本事業を利用したことで、浜松市幼児教育の指針「幼児期に育
てたい力」や教職員用指導資料の理解が深まりましたか。

「とても理解が深まった」
「理解が深まった」と回答
した割合

97.6%

教職員用指導資料を保育や園内研修等に活用しますか。
「積極的に活用する」「活
用する」と回答した割合

89.5%

本事業は、園の教育・保育の質の向上に役立つと思いますか。
「とても役立つ」「まあ役
立つ」と回答した割合

100.0%

回答

令和７年度の幼児教育アドバイザー派遣事業について 

  

【目的】浜松市幼児教育の指針で示す「幼児期に育てたい力」の育みに向け、幼児教育アド 

バイザーを就学前の幼児教育・保育施設の依頼に応じて派遣し、園内研修の支援等 

を行うことを通し幼児教育・保育の質の向上を図る。 

    

【（参考）令和６年度のアドバイザー】 

  

 

 

 

 

 

【（参考）令和６年度に事業を活用した１１園のアンケートより】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育参観や園内研修（１～２名のミニ研修も可）を通して、園の良さ

を再認識し、日々の保育の振り返りをしませんか？ 

 

子供たちを思って日々やって

きたことに間違いはなかったと

思うことができました。 

褒めていただいたこと、アドバイスいただ

いたことを糧に、よりよい保育が実践できる

ように取り組んでいきたいと思います。 

氏名 役職等

石野　純子 氏

阿部　眞弓 氏

浜松学院大学　外部講師

常葉大学　非常勤講師

 資料シ －2－



  
認可外保育施設関係事務連絡会 

（実施月：令和７年３月） 
資料ス 

  
資料格納日：令和７年３月２５日 

動画公開期間：令和７年３月２５日～令和７年９月３０日 

       

       

 

重大事故報告の提出について  
 

       

 ＜担当＞     

 幼保運営課指導グループ TEL：457-2117 

   

       

       

 ＜基本情報＞     

 

対象類型 

法届出 

対象施設 

認証保育所 〇 

 企業主導型保育事業 〇 

 
その他の法届出対象施設（認証保育所・ 

企業主導型保育事業・ベビーシッター以外） 
〇 

 ベビーシッター 〇 

 顧客児童限定 

保育施設 

その他の顧客児童限定保育施設 

（ベビーシッター以外） 
〇 

 ベビーシッター 〇 

      

通知の状況 
有り 

通知日  

 通知方法 メール その他 

 無し 

      
提出書類 

の有無 

全施設提出 

該当する施設のみ提出 

提出期限  

 提出方法  

 提出無し 

 

 資料ス －1－



事 務 連 絡 

令和７年３月１８日 

各位 

浜松市こども家庭部  

幼保運営課長 大橋泰仁 
 

重大事故報告の提出について 
（治療に要する期間が 30 日以上の事故に係る注意事項） 

 

仲春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

日頃より事故の対応及び報告につきましては、御理解と御協力をいただき感謝申し上げま

す。 

特定教育・保育施設等における事故の報告等につきましては、「令和６年３月２２日付けこ

ども家庭庁・文部科学省通知」にて周知しておりますが、特に下記の内容について共通理解

を図るため、改めてお知らせいたします。 
 

記 
 

１ 第１報について 

(1) 骨折や歯のけがの治療などのように、受診結果から３０日以上かかると予測され

た時点（全治３週間以上を目安）で当課担当に電話で連絡をお願いします。 

(2) 教育・保育施設等事故報告書 (Ver.4)表面を記入し速やかにメールで当課に御提

出ください。 
 

２ 第２報について 

(1) 実際の治療に３０日かかった時点で、表面・裏面をすべて記入し御提出願います。 

「第１報」を提出しないで３０日経過した場合は、「第１報」の表裏すべて記入し 

提出してください。その際、「第１報」を提出していない理由を問われる場合があ 

るので、事前に「第１報」を提出することを推奨します。 

(2) 事故の発生後３０日を経過せずに完治した場合は、「第２報」の提出は不要です。 

担当に連絡をしてください。国と県には担当から報告します。 

(3) 保護者には国のデータベースのデータの 1 つとして掲載されることをお知らせく 
ださい。（地域、園名、名前など個人を特定されることはありません。） 
 ※参考：「特定教育・保育施設等における事故情報データベース」で検索 

 
３ 提出について 

(1) 様式：浜松市ホームページに掲載 ホーム＞創業・産業・ビジネス＞福祉・介護＞ 

幼児教育・保育関係事業者の皆様へ(トップページ)＞ 

B.認可外保育施設(法届出対象施設、顧客児童限定保育施設、届出対象外施 

設)の届出等について 

・B-2-31「重大事故報告様式【教育・保育施設等事故報告様式(Ver.4)】」 

  (2) ファイル名：（例）令和７年３月１４日の事故 第１報の場合 

⇒R7.3.14【第 1報原本】園名 

 (3) メールタイトル：重大事故報告(園名) 

 (4) メールアドレス：u-youho@city.hamamatsu.shizuoka.jp 

   （幼保運営課は「u-」です。幼保支援課「s-」とお間違いないようお送りください。） 

 

  
 

 

幼保運営課 指導グループ 
問合せ先：新谷 
Ｔ Ｅ Ｌ：４５７－２１１７ 
Ｅメール：u-youho@city.hamamatsu.shizuoka.jp 

認可外保育施設 
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【特定教育・保育施設・地域型保育事業の場合】

※様式はR6.4.1～の新様式ver.4

クラウドからダウンロード

＊認定こども園・保育所は県こども未来課＊公立幼は県教委＊新制度私立幼は県私学振興課

【認可外保育施設（企業主導型保育事業含む）の場合】

※様式はR6.4.1～の新様式ver.4

市HPからダウンロード

重大事故フロー図

※幼保課＝幼保運営課

事故

発生

全治３週間

以上予測

幼保課に

電話報告

「第1報」メールを幼保

課に提出

表面太枠内記入

幼保課の担当が報告

・消費者庁

・県こども未来課・県教

委・県私学振興課

↓ ↓
・こども家庭庁・文科省

治療30日未満で治療終了 30日経過した治療

①「第2報」メールを幼保課に提出

表面未記入欄 裏面記入

②保護者の了承を得る（データベー

ス公表について）

幼保課に電話又はメールで連絡

完治日を幼保課に電話又はメールで報告

事故

発生

全治３週間

以上予測

幼保課に

電話報告
①「第1報」メールを幼保課

に提出 表面太枠内記入

②企業主導型保育事業は

児童育成協会にも園から提出

幼保課の担当が報告

・こども家庭庁

・消費者庁

治療30日未満で治療終了 30日経過した治療

幼保課の担当が報告

・消費者庁→消費者安全

法に係るものは公表(県名の

み）

・こども家庭庁
こども家庭庁データベース掲
載(個人は特定されない）

幼保課及び企業主導型保育事業に

ついては児童育成協会にも電話又は

メールで連絡

完治日を幼保課に電話又はメールで報告

①「第2報」メールを幼保課に提出

表面未記入欄 裏面記入

②保護者の了承を得る(データベー

ス公表について）

幼保課の担当が報告

・こども家庭庁

・消費者庁

企業主導型保育事業

は、自治体コメントを記

入した「第2報」を幼保

課から園に返送→園か

ら児童育成協会に提出

幼保課の担当が報告

・消費者庁→消費者安全

法に係るもの公表(県名のみ

公表）

・県こども未来課・県教

委・県私学振興課

↓ ↓
・こども家庭庁・文科省
こども家庭庁データベースに

公表(個人は特定されない）幼保課の担当が報告

・消費者庁

・県こども未来課・県教委・県私学振興課

↓ ↓
・こども家庭庁・文科省
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【従来型幼稚園の場合】

重大事故フロー図

※幼保課＝幼保運営課

事故

発生

全治３週間

以上予測
県私学振興

課に報告

「第1報」メールを県私

学振興課に提出

表面太枠内記入

私学振興課の担当が報

告

・消費者庁

・文科省

治療30日未満で完治 30日経過した治療

①「第2報」メールを私学振興課に提出

表面未記入欄 裏面記入

②データベース掲載について保護者

の了承を得る

私学振興課に電話又はメールで連絡

完治日を私学振興課に電話又はメールで報告

私学振興課の担当が報

告

・消費者庁→消費者安全

法に係るもの公表(県名のみ）

・文部科学省
こども家庭庁データベースに

公表(個人は特定されない）

私学振興課の担当が報告

・消費者庁

・文部科学省
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具体的内容

実施頻度
(回／年)

具体的内容

具体的内容

実施頻度
(回／年)

具体的内容

実施頻度
(回／年)

具体的内容

実施頻度
(回／年)

具体的内容

具体的内容

具体的内容

具体的内容

具体的内容

※　【施設・事業所別の報告先】及び【全施設・事業所共通の報告先】ともに報告をお願いします。
※　裏面の記載事項は、大半部分を公表する予定であるため、個人情報（対象児氏名、搬送先病院名等）は記載しないでください。

環境面

遊具の安全点検

その他の要因・分析・特記事項

その他の要因・分析・特記事項

他の職員の動き

担当職員の動き

教育・保育施設等事故報告書
ソフト面

事故防止マニュアル

玩具の安全点検

施設の安全点検

ハード面

その他の要因・分析・特記事項

改善策【必須】

職員配置

事故防止に関する研修

【施設・事業所別の報告先】

改善策【必須】

その他の要因・分析・特記事項

教育・保育の状況

人的面

自治体コメント【必須】
（自治体による事故発生の要因分析等を記載してください。施設・事業者は記載しないでください。）

改善策【必須】

対象児の動き

改善策【必須】

→　こども家庭庁成育局保育政策課認可外保育施設担当室指導係（ninkagaihoikushisetsu.shidou@cfa.go.jp）

②　幼稚園、幼稚園型認定こども園
→　文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課安全教育推進室学校安全係（anzen@mext.go.jp）

→　文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課安全教育推進室学校安全係（anzen@mext.go.jp）

→　消費者庁消費者安全課（i.syouhisya.anzen@caa.go.jp）

④　放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

→　こども家庭庁成育局成育環境課健全育成係（seiikukankyou.kenzen@cfa.go.jp）

→　こども家庭庁成育局成育環境課家庭支援係（seiikukankyou.katei@cfa.go.jp）

⑥　子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）

→　こども家庭庁成育局成育環境課子育て支援係（seiikukankyou.kosodate@cfa.go.jp）

→　文部科学省初等中等教育局特別支援教育課（toku-sidoui@mext.go.jp）

→　文部科学省初等中等教育局幼児教育課（youji@mext.go.jp ）

③　特別支援学校幼稚部

①　特定教育・保育施設（幼稚園、幼稚園型認定こども園を除く。）、特定地域型保育
事業、一時預かり事業（幼稚園、幼稚園型認定こども園で実施する場合を除く。）、病
児保育事業（幼稚園、幼稚園型認定こども園で実施する場合を除く。）及び認可外保
育施設（企業主導型保育施設を含む。）

【全施設・事業所共通の報告先】

⑤　子育て短期支援事業（ショートステイ、トワイライトステイ）、子育て世
　帯訪問支援事業及び児童育成支援拠点事業

（裏面）
ver.4
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別添１　　

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳以上 学童 その他

診断名

病状

病院名

事故に遭ったこどもの情報

(負傷の場合）負傷状況

こどもの年齢(月齢) こどもの性別

施設入所年月日
(入園年月日、事業利用開始年月日等)

所属クラス等

事故発生場所

特記事項
（事故と因子関係がある持病、アレル

ギー、既往症、発育・発達状況等）

事故発生時の状況

事故発生時のこどもの人数

事故発生年月日

　　事故発生後の対応
（報道発表を行う（行った）場合にはそ
の予定（実績）。第2報以降で追記。）

※　第１報は、本報告書（表面）を記載して報告してください。
※　第１報は、原則事故発生当日（遅くとも事故発生翌日）、第２報は原則１か月以内程度に報告してください。
※　第２報は、記載内容について保護者の了解を得た後に、各自治体へ報告してください。
※　直近の指導監査の状況報告及び発生時の状況図（写真等を含む）を添付してください。
※　意識不明事故に該当しないものの、意識不明に陥った後に死亡事故や重篤な事故となった場合は、意識不明時の状況も記載してください。
※　「（負傷の場合）負傷状況」欄における「骨折（重篤な障害が疑われるもの）」については、医師の所見等により、骨折に伴う重篤な障害
　（偽関節、著しい運動障害、著しい変形等）が残ることが疑われる場合に選択してください。
※　記載欄は適宜広げて記載してください。

事故発生時の状況

事故の誘因

(死亡の場合）死因

事故の転帰

診断名、病状、病院名

　　　事故の発生状況
（当日登園時からの健康状況、発生後
の処置を含めて可能な限り詳細に記
載。第１報で可能な範囲で記載し、第2
報以降で修正。）

教育・保育施設等事故報告書

事故報告年月日 施設・事業所所在地

施設・事業所名称事故報告回数

基本情報

事故発生時の
教育・保育等従事者数

うち保育教諭・幼稚園教諭・保育
士・放課後児童支援員等

事故発生時間帯

事故発生時のこどもの人数
の内訳

事故発生クラス等

認可・認可外の区分

(負傷の場合）受傷部位

事故報告自治体
（都道府県・市区町村）

施設・事業所代表者等

施設・事業所種別 施設・事業所設置者等
（社名・法人名・自治体名等）

施設・事業開始年月日
(開設、認可、事業開始等)

（表面）
ver.4
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別添１　　

令和6年 1月 11日

A県

令和2年 4月 1日

2歳 8か月

令和5年 4月 1日

令和6年 1月 11日

3名 1名

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳以上 学童 その他

0名 0名 3名 3名 4名 0名 0名 0名

診断名

病状

病院名

　　事故発生後の対応
（報道発表を行う（行った）場合にはそ
の予定（実績）。第2報以降で追記。）

【園の対応】
○/○　園において児童の保護者と面談　　○/○　園で保護者説明会　　○/○　理事会で園長が説明
【市の対応】
○/○　記者クラブへ概要を説明

※　第１報は、本報告書（表面）を記載して報告してください。
※　第１報は、原則事故発生当日（遅くとも事故発生翌日）、第２報は原則１か月以内程度に報告してください。
※　第２報は、記載内容について保護者の了解を得た後に、各自治体へ報告してください。
※　直近の指導監査の状況報告及び発生時の状況図（写真等を含む）を添付してください。
※　意識不明事故に該当しないものの、意識不明に陥った後に死亡事故や重篤な事故となった場合は、意識不明時の状況も記載してください。
※　「（負傷の場合）負傷状況」欄における「骨折（重篤な障害が疑われるもの）」については、医師の所見等により、骨折に伴う重篤な障害
　（偽関節、著しい運動障害、著しい変形等）が残ることが疑われる場合に選択してください。
※　記載欄は適宜広げて記載してください。

診断名、病状、病院名

※　SIDSについては、確定診断が出された時のみ記載してください。

※　SIDS疑いの場合は、病状として記載してください。

I総合病院

　　　事故の発生状況
（当日登園時からの健康状況、発生後
の処置を含めて可能な限り詳細に記
載。第１報で可能な範囲で記載し、第2
報以降で修正。）

15：20　本児はケーキ（縦２㎝、横２㎝、厚さ２㎝））をほおばりながら食べるという食べ方をしていた。
　　　　　2つ目に手を伸ばし、食べていた。この時、担任保育士は少し離れた場所で他児の世話をしていた。
　　　　　ケーキを食べた本児が急に声を出して泣き出した。
　　　　　保育士が口内に指を入れて、かき出していたが本児の唇が青くなったことに気がついた。
15：25 　看護師を部屋に呼んだ後、救急車を要請。口に手を入れ開かせた。
　　　　　背中を強く叩いたが、何も出てこない。泣き声が次第にかすれ声になり、体が硬直してきた。
　　　　　看護師が到着した頃に、チアノーゼの症状が見られた。呼吸困難で、手は脱力した状態であることを確認した。
　　　　　看護師が脈をとるとかなり微弱で、瞳孔が拡大している。本児がぐったりとし、顔等が冷たいのを確認した。
　　　　　心臓を確認すると、止まっている様に感じ、心臓マッサージを行う。
15：33　救急隊が到着し、心肺蘇生等を実施し、病院へ搬送。
15：45　病院到着。意識不明であり、入院。　　○/○　意識が回復しないまま死亡。

(死亡の場合）死因 窒息　※　事故の転帰が「負傷」の場合は、「ー」を選択してください。

(負傷の場合）受傷部位 ー　※　事故の転帰が「死亡」の場合は、「ー」を選択してください。

(負傷の場合）負傷状況 ー　※　事故の転帰が「死亡」の場合は、「ー」を選択してください。

3歳児クラス

事故の転帰 死亡

事故発生年月日 事故発生時間帯 昼食時・おやつ時

事故発生場所

事故発生時のこどもの人数 10名
事故発生時の

教育・保育等従事者数
うち保育教諭・幼稚園教諭・保育
士・放課後児童支援員等

事故発生時のこどもの人数
の内訳

事故発生時の状況 食事中(おやつ含む)

事故の誘因 死亡

E山　F男

事故発生時の状況

施設・事業所種別 幼保連携型認定こども園 施設・事業所設置者等
（社名・法人名・自治体名等）

G法人H会

認可・認可外の区分 認可 施設・事業開始年月日
(開設、認可、事業開始等)

事故に遭ったこどもの情報

こどもの性別 男

特記事項
（事故と因子関係がある持病、アレル

ギー、既往症、発育・発達状況等）

※　事故と因子関係がある場合の、当該こどもの教育・保育において留意が必要な事項（気管切開による吸引等の医療
行為、経過観察中の疾病名等）についても、この欄に記載してください。

施設入所年月日
(入園年月日、事業利用開始年月日

等)

所属クラス等

こどもの年齢(月齢)

施設内(室内) 事故発生クラス等 異年齢構成

教育・保育施設等事故報告書（記載例）
基本情報

事故報告回数 第1報 施設・事業所名称 Cこども園

事故報告年月日 施設・事業所所在地 B市中央区D町１－１－１

事故報告自治体
（都道府県・市区町村）

B市 施設・事業所代表者等

（表面）
ver.4
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具体的内容

実施頻度
(回／年)

年に10回 具体的内容

具体的内容

実施頻度
(回／年)

年に24回 具体的内容

実施頻度
(回／年)

年に12回 具体的内容

実施頻度
(回／年)

年に10回 具体的内容

具体的内容

具体的内容

具体的内容

具体的内容

※　【施設・事業所別の報告先】及び【全施設・事業所共通の報告先】ともに報告をお願いします。
※　裏面の記載事項は大半部分を公表する予定であるため、個人情報（対象児氏名、搬送先病院名等）は記載しないでください。

③　特別支援学校幼稚部

→　文部科学省初等中等教育局特別支援教育課（toku-sidoui@mext.go.jp）

【全施設・事業所共通の報告先】
→　消費者庁消費者安全課（i.syouhisya.anzen@caa.go.jp）　

→　文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課安全教育推進室学校安全係（anzen@mext.go.jp）

②　幼稚園、幼稚園型認定こども園 →　こども家庭庁成育局成育環境課家庭支援係（seiikukankyou.katei@cfa.go.jp）

⑥　子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）

→　文部科学省初等中等教育局幼児教育課（youji@mext.go.jp ） →　こども家庭庁成育局成育環境課子育て支援係（seiikukankyou.kosodate@cfa.go.jp）

→　文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課安全教育推進室学校安全係（anzen@mext.go.jp）

→　こども家庭庁成育局保育政策課認可外保育施設担当室指導係（ninkagaihoikushisetsu.shidou@cfa.go.jp）

その他の要因・分析・特記事項 ※　分析も含めた特記事項等、当該事故に関連することを記載してください。

改善策【必須】 ※　要因分析の項目を記載した場合は必ず記載してください。また、改善点がない場合もその理由を記載してください。

自治体コメント【必須】
（自治体による事故発生の要因分析等を記載してください。施設・事業者は記載しないでください。）

※　自治体の立ち入り検査や第三者評価の結果、勧告や改善命令などの履歴があるかどうか、その結果や改善勧告への対応、今後の研修計画等あ
ればその内容等、所管自治体として把握していること、取り組んでいることも含めて記載してください。

【施設・事業所別の報告先】
①　特定教育・保育施設（幼稚園、幼稚園型認定こども園を除く。）、特定地域型保育
事業、一時預かり事業（幼稚園、幼稚園型認定こども園で実施する場合を除く。）、病
児保育事業（幼稚園、幼稚園型認定こども園で実施する場合を除く。）及び認可外保
育施設（企業主導型保育施設を含む。）

④　放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

→　こども家庭庁成育局成育環境課健全育成係（seiikukankyou.kenzen@cfa.go.jp）

⑤　子育て短期支援事業（ショートステイ、トワイライトステイ）、子育て世
　帯訪問支援事業及び児童育成支援拠点事業

担当職員の動き
対象児から離れたところで
対象児を見ていた

※　なぜそのような対応をしたのかを明らかにするため、具体的に記載してください。
（例：雲梯の反対側で対象児ともう一人の児童を見ていたが、対象児が落下する瞬間に手を差し伸
べたが間に合わなかった等）

他の職員の動き
担当者・対象児の動きを見
ていなかった

※　なぜそのような対応をしたのかを明らかにするため、具体的に記載してください。
（例：園庭で他児のトラブルに対応していたため、見ていなかった等）

改善策【必須】 ※　要因分析の項目を記載した場合は必ず記載してください。また、改善点がない場合もその理由を記載してください。

人的面

対象児の動き
いつもより活発・活動的で
あった

※　なぜそのような行動をとったのかを明らかにするため、具体的に記載してください。
（例：朝、母親より風邪気味と申し送りあり、いつもは外遊びをするが室内で遊んでいた等）

環境面

教育・保育の状況 食事(おやつ)中
※　運動会の練習中、午睡後の集団遊び中等、具体的な保育状況を記載
してください。

その他の要因・分析・特記事項 ※　分析も含めた特記事項等、当該事故に関連することを記載してください。

改善策【必須】 ※　要因分析の項目を記載した場合は必ず記載してください。また、改善点がない場合もその理由を記載してください。

ハード面

施設の安全点検 定期的に実施
※　施設外での事故の場合は、当該場所の安全点
検状況を記載してください（以下同じ。）。

遊具の安全点検 定期的に実施
※　遊具等の器具により事故が発生した場合には、当該器
具のメーカー名、製品名、型式、構造等についても記載して
ください。

玩具の安全点検 不定期に実施
※　玩具等の器具により事故が発生した場合には、当該器
具のメーカー名、製品名、型式、構造等についても記載して
ください。

その他の要因・分析・特記事項
※　寝具の種類（コット、布団（堅さも）、ベビーベット、ラックなど）、睡眠チェックの方法（頻度など）、児童の発達状況（寝返り開始前、寝返り開始から日が浅い場
合は経過日数、自由に動けるなど）等、乳児の睡眠環境については、特に詳細に記載してください。分析も含めた特記事項等、当該事故に関連することを記載し
てください。

改善策【必須】 ※　要因分析の項目を記載した場合は必ず記載してください。また、改善点がない場合もその理由を記載してください。

教育・保育施設等事故報告書（記載例）
ソフト面

事故防止マニュアル あり
※　マニュアルや指針の名称を記載してください。
※　記載内容が無い場合は、空欄ではなく「特になし」等と記載してください（以下、同項目において
同じ。）。

事故防止に関する研修 不定期に実施 ※　実施している場合は、研修内容・対象者・講師等も簡単
に記載してください。

職員配置 基準配置
※　事故発生時ではなく、事故発生当日の保育体制としての配置人数に
ついて記載してください。

その他の要因・分析・特記事項
※　当該事故に関連する要因や特記事項がある場合、必ず記載してください。
※　記載内容が無い場合は、空欄ではなく「特になし」等と記載してください（以下、同項目において同じ。）。

（裏面）
ver.4
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TEL 03-5253-4111( 2966) 
MAIL anzen@mext.go.jp 

  
MAIL youji@mext.go.jp 
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  TEL 03-5253-4111( 2966) 
MAIL anzen@mext.go.jp 

  
MAIL toku-sidou@mext.go.jp 

 

 
     

TEL 03-6858-0133 
MAIL ninkagaihoikushisetsu.shidou@cfa.go.jp 

  
  

TEL 03-6861-0303 
MAIL seiikukankyou.kenzen@cfa.go.jp 

  
 

   
TEL 03-6861-0224 
MAIL seiikukankyou.katei@cfa.go.jp 

  
   

TEL 03-6861-0519 
MAIL seiikukankyou.kosodate@cfa.go.jp 

  
  

TEL 03-6858-0183 
MAIL anzentaisaku.jikotaiou@cfa.go.jp 

 
    

  
TEL 03-3507-9201 
MAIL i.syouhisya.anzen@caa.go.jp 
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認可外保育施設関係事務連絡会 

（実施月：令和７年３月） 
資料セ 

  
資料格納日：令和７年３月２５日 

動画公開期間：令和７年３月２５日～令和７年９月３０日 

       

       

 感染症・食中毒疑い事例発生報告書の提出につい

て  
 

       

 ＜担当＞     

 幼保運営課指導グループ TEL：457-2117 

   

       

       

 ＜基本情報＞     

 

対象類型 

法届出 

対象施設 

認証保育所 〇 

 企業主導型保育事業 〇 

 
その他の法届出対象施設（認証保育所・ 

企業主導型保育事業・ベビーシッター以外） 
〇 

 ベビーシッター 〇 

 顧客児童限定 

保育施設 

その他の顧客児童限定保育施設 

（ベビーシッター以外） 
〇 

 ベビーシッター 〇 

      

通知の状況 
有り 

通知日  

 通知方法 メール その他 

 無し 

      
提出書類 

の有無 

全施設提出 

該当する施設のみ提出 

提出期限  

 提出方法  

 提出無し 
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（様式１）  感染症・食中毒疑い事例発生報告書 
報告作成日：    年   月   日 

施設名  施設等種別  

連絡者  
施設長 

（管理者）   

所在地 浜松市    区 

電 話  ＦＡＸ  

嘱託医師                 （医療機関名             ） 

発生日時      年   月   日   時 ～ 

 

診断名  

主な症状 
□下痢 □嘔吐 □発熱 □咳 □鼻水 □発疹 □神経症状（しびれ、意識障害等） 

□その他（                              ） 

発症経過 

 フロア・ユニ
ット・学級等 在籍者数 

発症者数（発症日別） 
小計 

/ / / / / 

利
用
者 

        

        

        

        

        

        

利用者合計        

職
員 

職員        

調理従事者        

職員合計        

受診状況 
受診者数     人 

喫食状況 

給食 □あり □なし 

 →□施設内調理 □施設外調理 

 →□残食あり  □検食あり 

入院者数     人 

直近（2週間

以内）の行

事等 

①  月  日  
（内容         ） 

□施設内  □外出 
その他共通喫食 

□あり（           ） 

□なし ②  月  日  
（内容         ） 
  □施設内  □外出 

家族等への

情報提供 
□電話・口頭 □施設内掲示 
□書面で周知 □メール・アプリ 

対応状況 
（実施したもの

にチェック） 

□手洗い・手指消毒の徹底  □ペーパータオル使用  □使い捨て手袋の使用 
□マスク着用        □換気の徹底      □施設内の消毒 
□ゾーニング        □施設閉鎖・休業等 
□その他（                              ） 

 
嘱託医への連絡 □済 □これから 施設側の判断 □感染症 □食中毒 
施設所管課への報告 □幼保運営課（e-mail：u-youho@city.hamamatsu.shizuoka.jp）（FAX：457-2039） 
保健所への報告 
（TEL 及び FAX をする） 

□感染症疑い：生活衛生課感染症対策 G（TEL：453-6118 FAX：453-6230） 

□食中毒疑い：生活衛生課食品安全対策 G（TEL：453-6114 FAX：459-3561） 
※本様式は該当事案を把握次第、直ちに各施設を所管する課と保健所の両方へ送付する。 

令和６年４月から様式改訂
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認可外保育施設関係事務連絡会 

（実施月：令和７年３月） 
資料ソ 

  
資料格納日：令和７年３月２５日 

動画公開期間：令和７年３月２５日～令和７年９月３０日 

       

       

 

給食における異物混入の報告について  
 

       

 ＜担当＞     

 幼保運営課指導グループ TEL：457-2117 

   

       

       

 ＜基本情報＞     

 

対象類型 

法届出 

対象施設 

認証保育所 〇 

 企業主導型保育事業 〇 

 
その他の法届出対象施設（認証保育所・ 

企業主導型保育事業・ベビーシッター以外） 
〇 

 ベビーシッター 〇 

 顧客児童限定 

保育施設 

その他の顧客児童限定保育施設 

（ベビーシッター以外） 
〇 

 ベビーシッター 〇 

      

通知の状況 
有り 

通知日  

 通知方法 メール その他 

 無し 

      
提出書類 

の有無 

全施設提出 

該当する施設のみ提出 

提出期限  

 提出方法  

 提出無し 
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  事 務 連 絡 
令和７年３月１８日 

各  位 
浜松市こども家庭部 幼保運営課  
浜松市健康福祉部 保健所 生活衛生課 

 

 給食における異物混入の報告について（依頼） 

 
日頃より本市の幼児教育・保育行政の推進につきまして、御理解と御協力をいただき、厚くお

礼申し上げます。 
さて、各施設におかれましては、安全・安心な給食の提供のため、常日頃から衛生管理の徹底

に努めていただいていることと存じますが、異物混入が確認された際には、下記のとおり速やか

に報告をお願いいたします。 
  

記 
 

 １ 報告対象 
① 健康被害が想定されるもの・・・金属片、ガラス片、洗剤等 

   ② 健康への影響が否定できないもの・・・衛生害虫（ゴキブリ等）、異味異臭等 
   ※ 上記に当てはまらない異物であっても、保護者等とのトラブルに発展しそうな事案につ

いては、必要に応じて報告してください。 
 

２ 報告内容 
① 園   名 ⑥ 発 見 場 所 

② 日   時 ⑦ 発見状況（盛付後、口の中など） 

③ 混入した献立 ⑧ 混 入 の 原 因 

④ 混入した異物（形状、大きさ） ⑨ 健康被害の有無 

⑤ 発見者（園児、調理従事者、職員） ⑩ 自園調理の有無 
 
 ３ 報告先 
   発生後は速やかに、以下の２か所の窓口に報告してください。 

①  幼保運営課 指導グループ・・・電話又はメールで報告 
   ② 保健所 生活衛生課 食品安全対策グループ・・・電話で報告 
 
 ４ その他 
   ・必要に応じて、別紙「異物混入状況報告書」を御活用ください。 
   ・外注による給食の場合は、業者に連絡をしたうえで報告してください。 
   ・給食(昼食)のみではなく、おやつ提供における混入時も報告してください。 
   ・喫食の直前に園児等が発見したものは、混入事例として報告してください。 
   ・保健所等へ御報告いただいた後、必要に応じて保健所等が立ち入り調査を行う場合があり

ます。 
                       〈問い合せ先〉浜松市こども家庭部 幼保運営課   

担 当：指導グループ 神谷 
                        TEL：457-2117  
                            Mail：u-youho@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
                    浜松市健康福祉部 保健所 生活衛生課 
                                          担 当：食品安全対策グループ 
                       TEL：453-6114  

Mail：seiei@city.hamamatsu.shizuoka.jp 

全就学前施設 
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幼保運営課 指導グループ行 
 
 

異物混入状況報告書 
年  月  日 

 

園    名  

日    時     年   月   日 （  ） 

混入した献立  

混入した異物 
  形 状： 

  大きさ： 

発  見  者  

発 見 場 所   

発 見 状 況   

混入の原 因  

健 康 被 害  
有 （                ） 

  無 

自 園 調 理  
  有 

無 （外注先：            ） 

備 考  

 
                

報告者 
担 当： 
連絡先： 
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認可外保育施設関係事務連絡会 

（実施月：令和７年３月） 
資料タ 

  
資料格納日：令和７年３月２５日 

動画公開期間：令和７年３月２５日～令和７年９月３０日 

       

       

 保育施設におけるアレルギー疾患生活管理指導

表について（食物アレルギー）  
 

       

 ＜担当＞     

 幼保運営課指導グループ TEL：457-2117 

   

       

       

 ＜基本情報＞     

 

対象類型 

法届出 

対象施設 

認証保育所 〇 

 企業主導型保育事業 〇 

 
その他の法届出対象施設（認証保育所・ 

企業主導型保育事業・ベビーシッター以外） 
〇 

 ベビーシッター 〇 

 顧客児童限定 

保育施設 

その他の顧客児童限定保育施設 

（ベビーシッター以外） 
〇 

 ベビーシッター 〇 

      

通知の状況 
有り 

通知日  

 通知方法 メール その他 

 無し 

      
提出書類 

の有無 

全施設提出 

該当する施設のみ提出 

提出期限  

 提出方法  

 提出無し 
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 資料タ －3－



  
認可外保育施設関係事務連絡会 

（実施月：令和７年３月） 
資料チ 

  
資料格納日：令和７年３月２５日 

動画公開期間：令和７年３月２５日～令和７年９月３０日 

       

       

 

安全計画の策定について  
 

       

 ＜担当＞     

 幼保運営課指導グループ TEL：457-2117 

   

       

       

 ＜基本情報＞     

 

対象類型 

法届出 

対象施設 

認証保育所 〇 

 企業主導型保育事業 〇 

 
その他の法届出対象施設（認証保育所・ 

企業主導型保育事業・ベビーシッター以外） 
〇 

 ベビーシッター 〇 

 顧客児童限定 

保育施設 

その他の顧客児童限定保育施設 

（ベビーシッター以外） 
〇 

 ベビーシッター 〇 

      

通知の状況 
有り 

通知日  

 通知方法 メール その他 

 無し 

      
提出書類 

の有無 

全施設提出 

該当する施設のみ提出 

提出期限  

 提出方法  

 提出無し 
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安全計画の策定について 

  

◆認可外保育施設において、安全計画の策定が義務付けられています。 

 

【関係法令等】 

 ・「認可外保育施設指導監督基準」 

 

【通知及び計画例】 

浜松市ホームページに掲載 

ホーム＞創業・産業・ビジネス＞福祉・介護＞ 

幼児教育・保育関係事業者の皆様へ(トップページ)＞ 

B.認可外保育施設(法届出対象施設、顧客児童限定保育施設、届出対象外施設)の 

届出等について 

 

通知 
B-1-26「認可外保育施設における安全計画の策定に関する留意事項等

について」（令和４年１２月１６日付け厚生労働省通知） 

計画例 B-1-26-1「保育安全計画例」（WORD データ） 

 

【依頼事項】 

 ・「認可外保育施設における安全計画の策定に関する留意事項等について」に記載 

の留意事項等を踏まえ、作成をお願いします。 

・作成した安全計画は施設内で共有し、ＰＤＣＡサイクルの観点から定期的に見直 

しをお願いします。 

 ・作成した安全計画に基づいて研修や訓練を定期的に実施するようお願いします。 
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認可外保育施設関係事務連絡会 

（実施月：令和７年３月） 
資料ツ 

  
資料格納日：令和７年３月２５日 

動画公開期間：令和７年３月２５日～令和７年９月３０日 

       

       

 

業務継続計画（BCP）の策定について  
 

       

 ＜担当＞     

 幼保運営課指導グループ TEL：457-2117 

   

       

       

 ＜基本情報＞     

 

対象類型 

法届出 

対象施設 

認証保育所 〇 

 企業主導型保育事業 〇 

 
その他の法届出対象施設（認証保育所・ 

企業主導型保育事業・ベビーシッター以外） 
〇 

 ベビーシッター  

 顧客児童限定 

保育施設 

その他の顧客児童限定保育施設 

（ベビーシッター以外） 
〇 

 ベビーシッター  

      

通知の状況 
有り 

通知日  

 通知方法 メール その他 

 無し 

      
提出書類 

の有無 

全施設提出 

該当する施設のみ提出 

提出期限  

 提出方法  

 提出無し 
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業務継続計画（BCP）の策定について 

  

◆認可外保育施設において、業務継続計画（BCP）の策定が努力義務となっています。 

 

 

 

 

 

  

 

 

【関係法令等】 

 ・「認可外保育施設指導監督基準」 

 

【通知及び計画例】 

浜松市ホームページに掲載 

ホーム＞創業・産業・ビジネス＞福祉・介護＞ 

幼児教育・保育関係事業者の皆様へ(トップページ)＞ 

B.認可外保育施設(法届出対象施設、顧客児童限定保育施設、届出対象外施設)の 

届出等について 

 

通知 
B-1-27「認可外保育施設における業務継続計画等について」（令和４

年１２月２６日付け厚生労働省通知） 

計画例 
B-1-27-2「児童福祉施設等における業務継続計画（ひな形）」（WORD

データ） 

 

【依頼事項】 

 ・内容については、施設等の状況に応じて追加、変更してください。 

・作成した業務継続計画（BCP）は施設内で共有し、災害時や感染症まん延時に   

活用できるよう定期的に見直しをお願いします。 

・感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研修や訓練について、必要に応

じて実施をお願いします。 

 

 

保育施設においては、災害時や感染症まん延時にも、最低限のサービス提供

を維持していくことが求められており、保育施設の業務継続に必要な事項を定

める「業務継続計画（BCP）」を作成しておくことが有効です。 
各施設等におかれましては、国から示された「児童福祉施設等における業務

継続計画（ひな形）」を参考に、可能な限り作成していただきますようお願いし

ます。 
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